
 

  

飯山市告示第８０号 

 

 飯山市宅地開発等指導要綱を次のように定める。 

 

平成２４年６月２８日 

 

飯山市長 足立 正則   

 

 

飯山市宅地開発等指導要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、飯山市の調和ある開発と良好な都市基盤の整備を図る

ため、宅地開発等を行う者に対し必要な指導を行い、住みよいまちづくり

に寄与することを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 宅地開発等 主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の

区画形質の変更をいう。 

(2) 集合住宅 長屋及び共同住宅で一戸建て以外の住宅をいう。 

(3) 開発者 宅地開発等を行う個人及び事業者をいう。 

(4) 開発事業 次条に規定する適用対象範囲の事業をいう。 

(5) 開発区域 開発事業を施行する区域をいう。 

(6) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、河川、水路、上水道、下水道及

び消防水利施設をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する宅地開発等に適用する。 

(1) 面積が 500 平方メートル以上の宅地開発等するとき。ただし、500 平

方メートル未満であっても同一開発者が隣接して同時又は異なる時点

に行う宅地開発等で面積の合計が 500 平方メートル以上となる場合に

は適用するものとする。 

(2) ３戸（世帯）以上の集合住宅を建築するとき。 

(3) 宅地開発等に関わる市道が舗装されていないとき、幅員が４メートル

未満のとき、又は除雪路線でないとき。 



 

  

（適用の除外） 

第４条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する宅地開発等には適用し

ない。 

(1) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条の規定により許可を要

するもの 

(2) 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 10 条の２の規定により許可を要

するもの 

(3) 長野県自然環境保全条例（昭和 46 年長野県条例第 35 号）の規定に基

づく許可又は届出を要するもの 

(4) 飯山市自然保護条例（昭和 49 年飯山市条例第２号）の規定に基づく

届出を要するもの 

(5) 国又は地方公共団体が行うもの 

（開発者の責務） 

第５条 開発者は、宅地開発等に係る関係法令及びこの要綱を遵守しなけれ

ばならない。 

２ 開発者は、開発区域に国又は地方公共団体が公共事業を計画又は実施し

ているときは、公共施設を当該計画に適合させるよう関係機関と協議しな

ければならない。 

３  開発者は、開発区域及び開発区域外において公共施設を新たに設置し、

又は改良する必要が生じたときは、当該公共施設の管理者と協議しなけれ

ばならない。 

４  開発者は、開発事業に伴い設置する公共施設及びその用地については、

前項の協議により市に帰属させるもの以外は管理責任を明確にしなけれ

ばならない。 

５ 開発者は、開発区域内に良好な自然環境がある場合は、その保全に努め

なければならない。 

 （利害関係者等との調整） 

第６条 開発者は、利害関係者及び関係する区に対し開発事業の計画を説明

し、地域社会において協調が図れるよう誠意をもって調整に努めなければ

ならない。 

 （開発事業の計画） 

第７条 開発者は、別に定める飯山市宅地開発等指導基準に基づき、開発事

業の計画を策定しなければならない。 

 （開発事業の協議） 

第８条 開発者は、開発事業を計画しようとするときは、当該事業の工事着

手 30 日前までに、宅地開発等計画協議書（様式第１号）に関係図書を添

付し、市長に協議しなければならない。 



 

  

 （変更等の協議） 

第９条 開発者は、開発事業の全部又は一部を変更し、中止し、又は廃止し

ようとするときは、宅地開発等（変更・中止・廃止）協議書（様式第２号）

に関係図書を添付し、市長に協議しなければならない。 

 （協議に対する通知） 

第 10 条  市長は、前２条の規定による協議があったときは、内容を審査し、

その結果を、宅地開発等計画協議済通知書（様式第３号）により、開発者

に通知するものとする。 

（事業着手の届出） 

第 11 条  開発者は、開発事業に着手するときは、宅地開発等工事着手届書

（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

 （協議結果に基づく地位の承継） 

第 12 条  開発者の相続人その他一般承継人は、開発者が有していた当該協

議結果に基づく地位を承継するものとする。 

 （立入調査及び報告） 

第 13 条  市長は、第８条の規定による宅地開発等計画協議書が提出された

場合において、審査上必要があると認めるときは、開発事業予定地内に立

ち入り、調査をすることができる。 

２ 市長は、開発事業の適正な実施を確保するため、開発者に対し施行状況

等について報告を求め、又は開発事業予定区域内に立ち入り、調査をする

ことができる。 

 （標識等の設置） 

第 14 条  開発者は、利害関係者に開発事業の周知を図るため、当該事業地

の見やすい場所に事業内容を明記した標識を設置しなければならない。 

（工事完了の届出等） 

第 15 条  開発者は、開発事業に関する工事を完了したときは、宅地開発等

工事完了届出書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による工事完了届出があったときは、速やかに検査

を行うものとする。 

３ 市長は、前項に規定する検査の結果、改善すべき事項があると認めると

きは、開発者に指示をするものとする。 

４ 開発者は、市長から改善等の指示を受けたときは、当該指示に応じ、遅

滞なく所要の措置を講じなければならない。 

 （公共施設の境界） 

第 16 条  開発者は、公共施設の用地の境界については、市長の指示する境

界柱等により明示しなければならない。 

 （公共施設の移管） 



 

  

第 17 条  開発者は、市に帰属する公共施設（用地を含む。次項において同

じ。）について、工事完了届出書提出時に当該公共施設の管理者に宅地開

発等引継書（様式第６号）を提出しなければならない。 

２ 公共施設の移管は、工事完了検査合格後とし、移管手続きが完了するま

での間は、開発者が管理責任を負うものとする。 

 （開発事業における責任の所在） 

第 18 条  開発者は、公共施設の移管が完了した後１年が経過するまでの間

は、当該公共施設の瑕疵に起因する破損、決壊、事故等について一切の責

任を負うものとする。 

（非協力者に対する措置） 

第 19 条  市長は、この要綱に従わない開発者に対して氏名の公表等必要な

措置をとるものとする。 

 （補則） 

第 20 条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附  則 

 この要綱は、平成 24 年８月１日から施行する。 


